
規

則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
三
十
六
号

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
四
条

削
除

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
の
払
込
照
合
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
の
払
込
み

を
行
う
市
町
村
は
、
当
該
徴
収
金
を
払
い
込
む
前
に
、
払
込
書
に
つ
い
て
所
管
の
県
税
事
務
所

長
の
照
合
を
経
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
表
四
の
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
表
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
表
二
十
三
号
か
ら
二
十
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
四
号
の
七
（
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
四
号
の
七
と
す

る
。 四

の
七

削
除

十
五

削
除

別
記

様
式

第
四

号
の

七
（

一
）

削
除

二
十
五

二
十
四

二
十
三

払
込
書
（
条
例
第
二
十
八
条
の
払
込
書
）

個
人
の
県
民
税
に
係
る
滞
納
状
況
報
告
書
（
条
例
第
二

十
七
条
第
四
項
の
報
告
書
）

個
人
の
県
民
税
清
算
払
込
明
細
書
（
第
十
一
条
第
二
項

の
明
細
書
）

別
記
様
式
第
二

十
五
号

別
記
様
式
第
二

十
四
号

別
記
様
式
第
二

十
三
号



別
記
様
式
第
四
号
の
七
（
二
）
及
び
別
記
様
式
第
四
号
の
七
（
三
）
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記

様
式

第
十

五
号

削
除



別記様式第二十三号

年度（ 年 月分）個人の県民税清算払込明細書

区 分

２月までの県

民税市町村民
税の総徴収額

(１)

確 定

（３月３１日）

(２)

２月までの県民

税 払 込 確 定 額

(１)×(２) (３)

２月までの

県民税払込
累 計 額

(４)

払 込

過 不 足 額

(３)－(４) (５)

本月分県民

税市町村民
税総徴収額

(６)

本 月 分 県 民

税 払 込 額

(６)×(２) (７)

払 込 過 不 足

額 を 清 算 し
た 払 込 額
(７)＋(５) (８)

県 民 税

払 込 累 計 額

(４)＋(８) (９)

備 考

税

額

現年課税分（当該年度の収入
となるべき額）

円 円 円 円 円 円 円 円

滞

納

繰

越

分

平成１９年度分以降

平成１８年度分以前

小 計

計

延

滞

金

現年課税分（当該年度の収入

となるべき額）

滞

納

繰

越

分

平成１９年度分以降

平成１８年度分以前

小 計

計

合 計

個人の県民税払込報告書の清算に係る明細は、上記のとおりです。

按
あん

分 率



別
記
様
式
第
二
十
四
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
十
四

号
と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

あ
て

先
宛

先



別記様式第二十五号（一）

（３枚目）

領 収 済 通 知 書
◯現

県税 個人県民税現年課税分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

30 33 35 37 44 46

月分
税 額

05
57 円

延 滞 金 06

合 計 11

上記のとおり領収済につき通知します。
（宛先）
埼玉県 県税事務所出納員

埼玉県指定金融機関

（県税保管）

領
収
日
付
印

（２枚目）

払 込 書
◯現

県税 個人県民税現年課税分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

月分

税 額

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延 滞 金

合 計

上記のとおり払い込みます。

埼玉県 県税事務所所管

（金融機関保管）

領
収
日
付
印

（１枚目）

領 収 証 書
◯現

県税 個人県民税現年課税分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

様

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

月分

税 額

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延 滞 金

合 計

上記のとおり領収しました。

埼玉県 県税事務所

（払込者保管）

領
収
日
付
印



別記様式第二十五号（二）

（３枚目）

領 収 済 通 知 書
◯滞

県税 個人県民税滞納繰越分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

30 33 35 37 44 46

月分
税 額

05
57 円

延 滞 金 06

合 計 11

上記のとおり領収済につき通知します。
（宛先）
埼玉県 県税事務所出納員

埼玉県指定金融機関

（県税保管）

領
収
日
付
印

（２枚目）

払 込 書
◯滞

県税 個人県民税滞納繰越分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

月分

税 額

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延 滞 金

合 計

上記のとおり払い込みます。

埼玉県 県税事務所所管

（金融機関保管）

領
収
日
付
印

（１枚目）

領 収 証 書
◯滞

県税 個人県民税滞納繰越分

払込番号 第 号

（払込者）

市町村長

様

年 度 県 税 税 目 年 度 調定事由 納税番号

月分

税 額

百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円

延 滞 金

合 計

上記のとおり領収しました。

埼玉県 県税事務所

（払込者保管）

領
収
日
付
印



別
記
様
式
第
七
十
九
号
の
注
意
中
６
を
７
と
し
、
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当

分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
利

子
等

の
種

別
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
そ

れ
ぞ

れ
に

定
め

る
書

類
を

添
付

し
て

く
だ

さ
い

。

⑴
「

１
特

定
公

社
債

以
外

の
公

社
債

の
利

子
」

の
場

合

ア
特

別
徴

収
義

務
者

の
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

（
写

し
可

）

イ
社

債
発

行
要

項
又

は
取

締
役

会
議

事
録

等
で

、
次

の
４

項
目

が
確

認
で

き
る

も
の

の
写

し

(
ｱ
)

払
込

期
日

又
は

発
行

年
月

日

(
ｲ
)

利
率

(
ｳ
)

利
息

等
の

支
払

方
法

(
ｴ
)

元
利

金
の

支
払

場
所

⑵
「

４
勤

務
先

預
金

等
の

利
子

」
の

場
合

ア
特

別
徴

収
義

務
者

の
履

歴
事

項
全

部
証

明
書

（
写

し
可

）

イ
貯

蓄
金

（
社

内
預

金
）

の
管

理
規

程
等

で
、

次
の

４
項

目
が

確
認

で
き

る
も

の
の

写
し

(
ｱ
)

制
度

開
始

日

(
ｲ
)

利
率

(
ｳ
)

利
払

方
法

(
ｴ
)

口
座

管
理

及
び

利
払

場
所

ウ
貯

蓄
金

管
理

に
関

す
る

協
定

書
の

写
し

（
労

働
基

準
監

督
署

の
受

領
印

が
あ

る
も

の
に

限
る

。
）


